
7月〜証明書手数料を改定します

第4回
アジア・太平洋
水サミットの
開催を延期します

　社会情勢の変化や適正な受益者負担を確保するため、7月1日より住民票の写しや税務関係証明書などの発行手数料を改定します。
ご理解とご協力をお願いします。

担当課 証明などの種類
発行場所 発行手数料

各区区民課 総合出張所 本庁市民税課
各区税務室 改定前 改定後

区民課

住民票の写し
（本人・世帯全員・世帯の一部） 〇 〇

300円 400円

印鑑登録証明書 〇 〇

市民税課

所得・課税証明書 ○ ○ ○

固定資産税関係証明書※１ ○ ○ ○

納税証明書※２ ○ ○ ○

その他税関係証明書
（滞納がないこと等） ○

軽自動車税記載事項証明書 ○

閲覧
（名寄帳、課税台帳、地籍図等）※３ ○

※戸籍全部事項・個人事項証明（戸籍謄本・抄本）の手数料（450円）に変更はありません。
※１　固定資産税関係証明書は、所有者ごとに１枚に５件まで記載。１枚の金額。
※２　納税証明書は１税目（１年度）の金額。ただし、車検用納税証明書は無料。
※３　閲覧は、本庁資産税課および各区税務室で実施。

（地域政策課　☎096-328-2031）（市民税課　☎096-328-2181）

コンビニなどでの証明書発行が、 
よりお得になります
　マイナンバーカードを利用して、コンビニなどのマ
ルチコピー機で証明書を発行すると、窓口発行と比べ
てお安く取得できます。

【対象証明書】
・住民票の写し（本人・世帯全員・世帯の一部）
・印鑑登録証明書
・市県民税（所得・課税）証明書
（本人分・現年度分）

　10月19日（月）、20日（火）に本市での開催が予定
されていた第4回アジア・太平洋水サミットは、新型
コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の状況を
踏まえ、開催を延期することになりました。
　新たな開催時期は、改めてお知らせします。

アジア・太平洋水サミットとは
　アジア太平洋地域の首脳級や国際機関の代表
が集い、水不足や水質汚濁、洪水被害の増大など
水に関する課題を取りまとめ、世界の優先課題と
して提起するとともに課題解決を図る「水」の国
際会議です。
　74万市民の水道水源の全てを地下水でまかな
う熊本市は、長年にわたり市域を超えて地下水保
全の取り組みを展開し、多くの効果を挙げている
ことが国際的に評価され、開催地に選出されまし
た。
　水サミットでは、地下水保全の取り組みに加
え、熊本地震からの復興を世界に発信します。

（アジア・太平洋水サミット　☎096-328-2437）

区役所・総合出張所
市民税課・税務室
400円（7月1日～）

コンビニなど
200円

窓口の半額

マイナンバー
カードの申請
方法はこちら

➡

※マイナンバーカードの
申請からお手元に届くま
で、通常期で約1か月程
度かかります。
手続きはお早めに！

資源物等の持ち去り対策に
ご協力ください！

　本市では、条例に基づき、ごみステーションから資源物等を持ち去る行為を
禁止しており、専門の指導員等による早朝パトロールを行うなどさまざまな対
策を行っています。その一環として、資源物の持ち去りを防ぐ環境づくりを進
めるために「持ち去り禁止意思表示テープ・袋」のモニターを募集します。
　「持ち去り禁止意思表示テープ・袋」とは、紙やびん・缶を出す際に使用して出
すことで資源物等を持ち去りにくくするものです。
　昨年度はテープのモニター募集を実施しましたが、今年度は新たに資源物を
入れる袋についてもモニターを募集します。ご協力いただける団体はごみ減量
推進課へ問い合わせください。

【モニター応募条件】
・自治会やマンションの管理組合など、住民の協力を得られる団体である
こと

・市の指定する期間継続して使用すること
・使用後、市の簡単なアンケートに回答いただけること

※８月ごろ配布開始予定です。
応募が多数の場合は、希望に
沿えない場合もありますの
でご了承ください。
　モニターに決定した団体へ
は、使用開始前に詳細を連絡
します。

（ごみ減量推進課　☎096-328-2365）

資源物等
持ち去り禁止!

市外局番 096 を省略しています◦「〒860-8601」は市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。

くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ホープ（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。
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